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。



衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
「
日
本
再
生
戦
略
」
の
閣
議
決
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
二
つ
の
表
記
は
同
様
の
意
味
で
あ
る
。
「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
」
は
法
令
上
の
用
語
で
は
な
く
、
定
め
ら

れ
た
表
記
方
法
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
日
本
再
生
戦
略
」（
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
閣
議
決
定
。
以
下
同
じ
。

）
の
施
策
を
今
後
展
開
し
て
い
く
に
当
た
っ
て
は
、「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
」の
表
記
に
統
一
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー
ク
」
と
の
用
語
は
、
国
際
労
働
機
関
が
提
唱
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
で
は
「
働

き
が
い
の
あ
る
人
間
ら
し
い
仕
事
」
と
い
う
意
味
の
用
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

昭
和
五
十
五
年
一
月
五
日
の
閣
議
に
お
い
て
は
、
大
平
内
閣
総
理
大
臣
よ
り
、
日
本
酒
は
「
國
酒
」
で
あ
り
、
外
国
か
ら

の
賓
客
等
の
接
遇
に
活
用
す
べ
き
と
の
発
言
が
あ
り
、
そ
の
後
、
歴
代
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
り
「
國
酒
」
と
の
い
わ
ゆ
る
旧

ご
う

字
体
表
記
の
揮
毫
が
行
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日
に
は
、
日
本
の
酒
造
り
は
、
米
、
水
等
の
日
本

を
代
表
す
る
産
物
を
使
う
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
気
候
風
土
、
日
本
人
の
忍
耐
強
さ
・
丁
寧
さ
・
繊
細
さ
を
象
徴
し
、
言
わ

一



ば「
日
本
ら
し
さ
の
結
晶
」で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
国
家
戦
略
担
当
大
臣
の
下
に「E

N
JO

Y
JA

PA
N

E
SE

K
O

K
U

SH
U

（
國

酒
を
楽
し
も
う
）
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
日
本
酒
等
の
効
果
的
活
用
方
策
等
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い

る
。
日
本
再
生
戦
略
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
「
國
酒
」
と
の
表
記
を
行
っ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

政
府
の
各
行
政
機
関
が
作
成
す
る
公
用
文
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
「
公
用
文
に
お
け
る
漢
字
使
用
等
に
つ
い
て
」
（
平
成

二
十
二
年
内
閣
訓
令
第
一
号
）
等
に
よ
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
適
切
に
判
断
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
大
綱
に
つ
い
て

」
（
平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日
閣
議
決
定
）
等
に
お
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
「
國
酒
」
に
つ
い
て
は
、
「E

N
JO

Y
JA

PA
N

E
SE

K
O

K
U

SH
U

（
國
酒
を
楽
し
も
う
）」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
「
國
酒
」
の
活
用
方
策
に
つ
い
て
議
論
が
精

力
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
日
本
再
生
戦
略
の
中
で
は
御
指
摘
の
用
語
に
つ
い
て
注
釈
を
加
え
ず
使
用
し
て
い

る
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

二



野
田
内
閣
に
お
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
国
家
の
内
外
に
わ
た
る
重
要
な
政
策
を
統
括
す
る

司
令
塔
の
機
能
を
担
う
新
た
な
会
議
体
と
し
て
、
国
家
戦
略
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、こ
れ
と
併
せ
て
、

鳩
山
内
閣
以
来
の
取
組
で
あ
る
経
済
財
政
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
等
に
つ
い
て
の
企
画
立
案
等
の
在
り
方
の
見
直
し
を
行

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
見
直
し
に
伴
う
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
十
一

月
十
五
日
内
閣
衆
質
一
七
九
第
二
八
号
及
び
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
七
九
第
五
八
号
）
で
お
答
え
し

た
と
お
り
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


